
本補助金の申請時期について

事業を開始する時期等により、受付期間が異なりますのでご注意ください。

①２月に開始

②３月に開始

③令和６年度に開始

２月

３月

令和６年度

令和6年2月中の概算払が必要

令和5年度申請

令和6年3月に補助対象事業を実施

令和6年度申請(2回目)

受付期間 R6.4.1～R6.5.31

補助対象期間
R6.2.1～R6.3.31及び
交付決定日～R7.1.31

令和6年度事業を実施

申請終了

令和6年度申請

令和6年度申請(2回目)

令和6年度申請

受付期間 R6.4.1～R6.5.31

補助対象期間
R6.2.1～R6.3.31及び
交付決定日～R7.1.31

※令和５年度から継続して事業を実施する場合は、令和６年４月１日付けで申請してください。

令和6年度申請

受付期間 R6.4.1～R6.11.29

補助対象期間 交付決定日～R7.1.31

受付期間 R6.4.1～R6.11.29

補助対象期間 交付決定日～R7.1.31

受付期間 R6.4.1～R6.5.31

補助対象期間
R6.2.1～R6.3.31及び
交付決定日～R7.1.31

受付期間 R6.2.1～R6.2.15

補助対象期間 交付決定日～R6.2.29

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ


